
入
港
国
管
轄
権
に
つ
い
て

岩
　
　
　
問

徹

（93）入港国管轄権について

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
船
舶
起
因
の
海
洋
汚
染
に
関
し
、
船
舶
か
ら
の
汚
染
物
質
あ
る

い
は
有
害
物
質
の
排
出
基
準
、
船
舶
の
構
造
・
配
乗
基
準
、
お
よ

ぴ
そ
れ
ら
の
基
準
の
実
施
1
1
執
行
（
彗
δ
8
①
昌
Φ
鼻
）
に
つ
き
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

近
国
際
条
掬
が
整
備
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
慣
習

国
際
法
と
の
関
係
で
、
い
か
な
る
国
（
沿
岸
国
、
旗
国
）
が
い
か

な
る
基
準
（
国
内
基
準
主
義
、
国
際
基
準
主
義
）
に
も
と
づ
き
ど

の
海
域
（
内
水
、
領
海
、
排
他
的
経
済
水
域
、
公
海
）
に
お
い
て

立
法
管
轄
権
（
一
晶
邑
註
く
①
甘
募
2
g
一
g
）
を
有
し
、
ま
た
い
か

な
る
国
が
ど
の
海
域
に
お
い
て
執
行
管
轄
権
（
g
｛
昌
8
昌
昌
二
〒

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

『
、
咀
豊
昌
g
）
を
有
す
る
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
管
轄
権
の
問
題
は
、

国
畷
法
上
一
つ
の
犬
き
な
澗
題
で
。
あ
っ
た
。

　
一
九
八
二
年
四
月
に
採
択
さ
れ
、
同
年
二
一
月
に
署
名
開
放
さ

れ
た
「
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」
（
以
下
、
国
連
海
洋

法
条
約
）
は
、
そ
の
よ
う
な
問
魑
に
対
し
て
一
定
の
解
答
を
与
え

＾
↓

た
。
こ
の
条
約
の
中
で
と
り
わ
け
注
目
す
ぺ
き
点
は
、
国
際
的
な

排
出
基
準
の
実
施
に
つ
い
て
、
入
港
国
（
o
o
津
ω
冨
宥
）
に
一
定

の
執
行
管
轄
権
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
入
港
国
と

は
、
船
舶
が
佳
意
に
あ
る
国
の
港
ま
た
は
沖
合
係
留
施
設
に
と
ど

ま
る
と
き
そ
の
国
を
い
う
。
こ
の
入
港
国
管
轄
権
（
勺
o
昌
蜆
冨
8

』
。
、
一
、
2
。
江
。
目
）
の
概
念
は
、
一
九
七
三
年
の
海
洋
汚
染
防
止
条
約

の
中
で
、
伝
統
的
な
沿
岸
国
管
轄
権
と
旗
国
管
轄
権
を
補
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

と
し
て
は
じ
め
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に

不
十
分
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
国
連
海
洋
法

条
約
は
、
そ
の
点
で
一
歩
踏
み
込
ん
で
入
港
国
管
轄
権
の
内
容
を
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充
実
さ
せ
、
船
舶
起
因
の
海
洋
汚
染
の
実
効
的
な
防
止
．
取
締
を

保
障
す
る
法
的
枠
組
を
提
供
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
新
し
い
入
港
国
管
轄
権
に
つ
き
、
そ
れ
が
国

連
海
洋
法
条
約
中
に
採
択
さ
れ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
と
そ
の
法
的

性
質
に
つ
い
て
論
じ
、
最
後
に
そ
の
概
念
に
対
し
て
筆
者
の
評
価

を
下
す
。

沿
岸
国
管
轄
権
お
よ
ぴ
旗
国
管
轄
権
の
限
界

　
慣
習
国
際
法
に
よ
れ
ぱ
、
国
際
的
な
排
出
基
準
の
実
施
に
つ
き

執
行
管
轄
権
を
有
す
る
の
は
、
内
水
・
領
海
に
お
い
て
は
沿
岸
国
、

公
海
に
お
い
て
は
船
舶
の
旗
国
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
海
洋
油
濁

防
止
条
約
は
そ
の
点
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

条
約
第
六
条
は
、
本
条
約
違
反
は
「
船
舶
の
属
す
る
領
域
の
法
令

に
も
と
づ
い
て
罰
す
べ
き
違
反
行
為
と
す
る
」
と
規
定
し
、
ま
た

第
一
一
条
は
、
「
本
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
い
ず
れ
か
の
締

約
国
政
府
が
本
条
約
に
関
連
す
る
い
ず
れ
か
の
事
項
に
つ
い
て
そ

の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
措
置
を
と
る
権
限
を
奪
い
、
ま
た

は
い
ず
れ
か
の
締
約
国
政
府
の
管
轄
権
を
拡
張
す
る
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
海
洋
汚

染
防
止
条
約
も
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
条
は
、
「
本

条
約
の
す
ぺ
て
の
違
反
は
、
当
該
違
反
の
発
生
場
所
の
い
か
ん
に

か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
の
主
管
庁
（
旗
国
1
．
筆
者
註
）
の
法
令
に
ょ

り
禁
止
さ
れ
、
か
つ
処
罰
さ
れ
る
も
の
と
す
る
L
と
規
定
し
、
ま

た
「
本
条
約
の
締
約
国
の
管
轄
権
内
に
お
け
る
す
ぺ
て
の
条
約
違

反
は
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
、
か
つ
処
罰
さ
れ

る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
条
約
中
の
「
そ
の

管
轄
権
の
範
囲
内
」
お
よ
ぴ
「
締
約
国
の
管
轄
権
内
」
と
い
う
文

言
が
、
締
約
国
の
内
水
、
領
海
を
さ
す
こ
と
に
グ
い
て
は
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
水
域
を
越
え
る
汚

染
防
止
水
域
で
あ
る
と
か
排
他
的
経
済
水
域
を
さ
す
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
第
三
次
海
洋
法
会
議
の
結
論
待
ち
に
さ
れ
た
。
国
連

海
洋
法
条
約
は
、
そ
の
点
、
沿
岸
国
の
管
轄
権
を
二
〇
〇
カ
イ
リ

の
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
、
E
E
Z
）
に
ま
で
拡
げ
た
（
第
五

六
条
一
項
ω
）
。

　
以
上
の
伝
統
的
な
沿
岸
国
管
轄
権
お
よ
び
旗
国
管
轄
権
に
は
次

の
よ
う
な
限
界
が
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
国
家
管
轄
権

内
の
水
域
に
お
け
る
法
令
違
反
の
船
舶
に
対
し
て
、
沿
岸
国
は
そ

の
水
域
内
に
お
い
て
は
執
行
管
轄
権
を
行
使
し
う
る
が
、
公
海
お

よ
び
他
国
の
管
轄
権
内
の
水
域
に
お
い
て
は
執
行
管
轄
権
を
行
使

し
え
な
い
。
た
だ
し
、
違
反
船
舶
が
当
該
沿
岸
国
の
船
舶
で
あ
る
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（95）　入港国管轄権について

場
合
は
、
そ
の
隈
り
で
な
い
。
つ
ま
り
、
当
該
沿
岸
国
は
、
公
海

上
で
（
あ
る
い
は
自
国
領
域
内
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
）
自
国

の
違
反
船
舶
に
対
し
て
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
外
国
違
反
船
舶
が
、
当
該
沿
岸
国
の
内
水
、
領
海
、
接
続
水

＾
・
o
〕

域
内
に
あ
る
と
き
に
追
跡
を
開
始
し
た
場
合
も
そ
の
限
り
で
な
い
。

す
な
わ
ち
、
沿
岸
国
（
追
跡
国
）
は
、
公
海
上
に
お
い
て
も
当
該

違
反
船
舶
に
対
し
て
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
一
九
五
八
年
の
公
海
に
関
す
る
条
約
第
二
三
条
）
。
た
だ
し
、
こ

の
追
跡
権
は
違
反
船
舶
が
旗
国
お
よ
ぴ
第
三
国
の
領
海
に
入
る
と

同
時
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。
他
国
の
内
水
、
領
海
内
で
公
権
カ
を

行
使
し
、
違
反
船
舶
を
捜
査
、
傘
捕
、
訴
追
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
そ
の
国
の
同
意
、
ま
た
は
条

約
に
よ
る
司
法
共
助
、
捜
査
共
助
な
ど
に
関
す
る
取
極
が
な
い
限

　
　
　
　
　
＾
ヱ

り
禁
止
さ
れ
る
。
他
方
、
違
反
船
舶
が
そ
の
内
水
、
領
海
内
に
入

り
込
ん
だ
国
に
し
て
み
れ
ぱ
、
何
ら
自
国
法
益
の
侵
害
が
あ
る
訳

で
は
な
い
の
で
、
条
約
に
よ
る
取
極
ま
た
は
沿
岸
国
も
し
く
は
旗

国
の
同
意
の
な
い
限
り
、
違
反
船
舶
に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
の
よ
う
な
義
務
も
な
い
。

　
次
に
、
後
者
の
旗
国
管
轄
権
に
つ
き
、
そ
の
運
用
上
問
題
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
旗
国
は
自
国
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
水
域
、
す
な
わ

ち
公
海
や
他
国
の
水
域
内
に
お
け
る
自
国
船
舶
の
違
法
行
為
に
対

し
て
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
の
、
公
海
上
で
あ
る
い
は
自
国
に
戻

っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
実
際
に
当
該
船
舶
を
傘
捕
し
処
罰
す
る
こ
と

は
証
拠
と
の
関
係
上
困
難
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
旗
国
は
、

そ
も
そ
も
汚
染
行
為
に
よ
り
何
ら
被
害
を
受
け
て
い
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
実
効
的
な
措
置
を
と
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
特
に
旗
国
が
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る
場
合
は
、
尚
更

で
あ
る
。

二
　
一
九
七
三
年
海
洋
汚
染
防
止
条
約

　
以
上
の
伝
統
的
な
沿
岸
国
管
轄
権
お
よ
ぴ
旗
国
管
轄
権
の
欠
点

を
補
い
、
条
約
の
実
効
的
な
実
施
を
確
保
す
べ
く
、
一
九
七
三
年

ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
海
洋
汚
染
国
際
会
議
に
お
い
て
は
、
入

港
国
管
轄
権
を
支
持
す
る
い
く
つ
か
の
提
案
が
提
出
さ
れ
た
。
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
提
案
、
ア
メ
リ
カ
提
案
、
オ
ラ

ン
ダ
捷
案
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

共
同
提
案
が
あ
る
。
以
下
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
順
次
み
て
み

亘
。

よ
・
フ

　
ま
ず
カ
ナ
ダ
提
案
に
っ
い
て
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
が
こ
の
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

の
準
備
会
議
に
提
出
し
た
提
案
に
よ
れ
ぱ
、
入
港
国
は
、
他
の
締

64？
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約
国
の
管
轄
権
下
に
な
い
水
域
で
行
っ
た
条
約
規
定
違
反
の
排
出

に
つ
き
自
国
法
令
に
よ
り
手
続
（
？
o
o
8
2
奏
ω
）
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
（
第
一
項
ω
）
。
船
舶
が
規
則
上
携
行
す
る
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
証
書
を
船
内
に
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
入
港
国

に
よ
り
発
見
さ
れ
る
場
合
、
入
港
国
は
、
旗
国
と
と
も
に
、
自
国

法
令
に
よ
り
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
項
ω
）
。
た
だ

し
、
一
締
約
国
が
手
続
を
す
で
に
開
始
し
た
場
合
に
は
、
同
一
の

違
反
に
つ
き
、
他
の
締
約
国
は
二
重
に
手
続
を
と
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
二
重
手
続
の
禁
止
、
第
五
項
）
。
カ
ナ
ダ
は
、
そ
の
後
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎜
）

備
会
議
の
作
成
し
た
草
案
に
対
し
て
行
っ
た
コ
メ
ン
ト
の
中
で
、

違
反
が
他
の
締
約
国
の
領
海
内
で
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
被
害
国

の
明
示
的
な
要
講
の
あ
る
と
き
は
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

管
轄
権
の
内
容
を
強
化
し
て
い
る
反
面
、
入
港
国
の
手
続
は
、
当

該
違
反
行
為
が
な
さ
れ
て
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
管
轄
権
の
行
使
に
対
し
て
保
障
措
置
（
竃
δ
o
貝
墨
己
）
を

設
け
た
。
ま
た
二
重
手
続
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
船
舶
の
旗
国
に

よ
る
場
合
は
そ
の
例
外
と
し
た
。
カ
ナ
ダ
が
他
の
国
々
の
反
対
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

見
を
渤
案
し
て
本
会
議
に
お
い
て
提
出
し
た
提
案
で
は
、
更
に
入

港
国
管
轄
権
に
対
し
て
制
限
を
加
え
、
H
手
続
は
〔
六
ヵ
月
〕

（
こ
の
カ
ヅ
コ
は
、
カ
ツ
コ
内
の
数
字
に
つ
い
て
は
考
慮
の
余
地

の
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
以
下
同
じ
）
以
内
に
開
始
す

る
、
⇔
違
反
に
対
す
る
処
罰
は
金
銭
罰
に
限
定
す
る
、
⇔
保
証
金

（
σ
◎
己
）
そ
の
他
金
銭
的
保
証
の
下
で
船
舶
を
た
だ
ち
に
釈
放
す

る
、
㈲
旗
国
が
〔
六
〇
〕
日
以
内
に
手
続
を
開
始
す
る
場
合
は
、

入
港
国
の
現
在
と
っ
て
い
る
手
続
は
終
了
す
る
、
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

　
次
に
、
ア
メ
リ
カ
が
前
記
準
備
会
議
に
提
出
し
た
提
案
に
よ
れ

ば
、
証
書
の
不
保
持
お
よ
ぴ
公
海
ま
た
は
他
国
の
領
海
も
し
く
は

接
続
水
域
内
で
行
わ
れ
る
違
法
排
出
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
違
反
に

対
し
て
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
項
）
。
ア
メ
リ
カ
は
、

二
重
手
続
の
禁
止
に
つ
い
て
肯
定
す
る
も
の
の
、
旗
国
に
よ
る
手

続
お
よ
ぴ
そ
の
領
海
ま
た
は
接
続
水
域
内
に
お
い
て
違
法
行
為
の

行
わ
れ
る
沿
岸
国
に
よ
る
手
続
の
場
合
に
は
、
そ
の
例
外
と
し
た
。

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
同
提
案
は
、
入
港
国
の
手
続
は
、
違
反
の
あ
っ

た
と
き
か
ら
〔
三
〕
年
以
内
に
開
始
す
べ
き
と
し
て
い
る
（
第
三

項
）
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
ニ
ェ
ー
ジ
ー
ヲ
ン
ド
が
本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

に
お
い
て
提
出
し
た
共
同
提
案
は
、
前
記
カ
ナ
ダ
提
案
に
類
似
し

て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
か
な
り
包
括
的
で
あ
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
提
案
に
よ
れ
ぱ
、
入
港
国
は
、
有
害
物
質

ま
た
は
そ
れ
ら
の
物
質
を
舎
む
廃
水
の
排
出
に
関
す
る
規
則
違
反
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に
対
し
て
、
違
反
行
為
の
場
所
い
か
ん
を
と
わ
ず
、
手
続
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
以
下
の
㈲
～
㈲
の
保
障
措

置
に
従
う
も
の
と
す
る
。
㈲
他
の
締
約
国
の
管
轄
権
内
で
の
違
法

な
排
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
の
明
示
的
な
要
講
が
な
け
れ
ぱ
手

続
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ω
か
か
る
手
続
は
、
違
反
が
あ
っ
た

と
申
立
て
ら
れ
た
と
き
か
ら
六
ヵ
月
以
内
に
開
始
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
。
ω
金
銭
的
科
料
ま
た
は
罰
則
の
み
が
科
せ
ら
れ
る
。
㈹

保
証
金
そ
の
他
金
銭
的
保
証
の
如
き
合
理
的
手
続
に
よ
り
船
舶
は

す
み
や
か
に
釈
放
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
㈲
手
続
を
開
始
せ

ん
と
す
る
入
港
国
は
、
そ
の
こ
と
を
旗
国
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、

旗
国
が
そ
の
よ
う
な
通
知
を
受
理
し
て
か
ら
三
ヵ
月
以
内
に
自
ら

手
続
を
と
る
場
合
に
は
、
入
港
国
は
手
続
を
開
始
し
て
は
な
ら
な

い
。
同
提
案
は
、
ま
た
、
二
重
手
続
に
つ
い
て
旗
国
に
よ
る
場
合

を
除
い
て
禁
止
し
て
い
る
。
更
に
、
入
港
国
の
と
っ
た
手
続
に
つ

い
て
、
旗
国
お
よ
び
情
報
ま
た
は
証
拠
を
提
供
し
た
す
ぺ
て
の
締

約
国
に
対
し
て
報
告
す
ぺ
き
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
入
港
国
管
轄
権
を
認
め
る
諸
提
案
は
、
主
要
海
運
国

（
た
と
え
ぱ
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
等
）
お
よ

ぴ
ソ
連
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
社
会
主
義
国
の
反
対
に
会
い
、

最
終
的
に
は
か
な
り
譲
歩
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
下
、

詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　
海
洋
汚
染
防
止
条
約
は
、
入
港
国
管
轄
権
を
以
下
の
点
に
限
定

し
て
い
る
。
い
入
港
国
は
、
船
舶
が
有
効
な
証
書
（
国
際
汚
染
防

止
証
書
）
を
携
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
検
査
（
ぎ
き
邑
o
日
註
冒
）

　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
〕

で
き
る
（
第
五
条
二
項
）
。
も
し
船
内
に
有
効
な
証
書
を
有
し
て

お
ら
ず
、
ま
た
は
検
査
の
結
果
当
該
証
書
の
記
載
事
項
に
実
質
的

に
一
致
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
明
白
な
証
拠
の
あ
る
場
含
、
入
港

国
は
当
該
船
舶
が
海
洋
環
境
に
不
当
な
害
を
与
え
な
い
で
航
行
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
出
航
を
さ
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
外
国
船
舶
が
こ
の
条
約
規
定
に
合
致
し
な
い
場
合
、
。
そ
れ
を
理

由
に
入
港
国
は
自
国
の
港
ま
た
壮
沖
合
係
留
施
設
に
入
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
坦
）

拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
H
入
港
国
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
さ

れ
る
船
舶
が
付
属
書
の
規
則
に
違
反
し
て
有
害
物
質
を
違
法
に
排

出
し
た
か
ど
う
か
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
六
条
二
項
）
。

も
し
検
査
に
よ
り
条
約
違
反
が
発
見
さ
れ
る
場
合
は
、
入
港
国
は
、

当
該
船
舶
の
旗
国
に
対
し
て
何
ら
か
の
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
求
め
て
報
告
書
お
よ
ぴ
当
該
証
拠
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、

い
（
第
六
条
二
、
三
項
）
。
船
舶
の
旗
国
が
執
行
管
轄
権
を
行
使

す
る
際
、
手
続
上
障
害
と
な
っ
て
い
た
証
拠
収
築
に
関
し
て
入
港

国
の
協
カ
を
義
務
づ
け
て
い
る
点
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
第
六
条
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三
項
に
従
い
証
拠
を
受
理
し
た
旗
国
は
、
違
反
事
実
を
調
査
し
、

十
分
な
証
拠
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
手
続
（
窄
o
－

o
8
2
目
o
q
餉
）
を
と
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
旗
国
は
、
国
内
法
令

に
従
っ
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
当
該
情
報
ま
た
は
証
拠
を
提
出

し
た
締
約
国
及
び
権
限
あ
る
機
関
（
I
M
O
）
に
対
し
て
す
み
や

か
に
通
報
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
第
六
条
四
項
）
。
と
こ
ろ
で
、

旗
国
の
法
令
の
定
め
る
罰
則
は
、
違
反
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
に

十
分
に
厳
楕
で
あ
り
、
か
つ
違
反
の
発
生
場
所
い
か
ん
を
間
わ
ず

等
し
く
厳
楕
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
第
四
条
四
項
）
。
目
入
港

国
は
、
他
の
い
ず
れ
か
の
締
約
国
か
ら
、
条
約
の
適
用
の
あ
る
船

舶
が
条
約
に
違
反
す
る
排
出
を
場
所
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
行
っ
た

と
い
う
証
拠
と
と
も
に
調
査
の
要
請
を
受
け
た
場
合
に
も
、
当
該

船
舶
を
検
査
す
る
（
一
寡
鶉
g
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
入
港

国
の
調
査
報
告
書
は
、
調
査
要
講
国
に
対
し
て
適
切
な
描
置
が
と

ら
れ
る
よ
う
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
以
上
、
第
六
条
五
項
）
。

こ
こ
に
お
い
て
も
入
港
国
の
協
カ
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
注

目
す
ぺ
き
で
あ
る
。

　
以
上
、
海
洋
汚
染
防
止
条
約
の
下
で
は
、
入
港
国
の
管
轄
権
は
・

国
際
汚
染
防
止
証
書
の
検
査
、
条
約
に
違
反
す
る
排
出
行
為
の
調

査
・
検
査
に
隈
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
点
で
の
執
行
管
轄
権
は
、

依
然
と
し
て
そ
の
管
轄
権
内
の
水
域
に
お
い
て
違
法
な
排
出
の
行

わ
れ
る
沿
岸
国
お
よ
ぴ
船
舶
の
旗
国
に
得
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

入
港
国
に
一
定
の
調
査
・
検
査
権
隈
を
認
め
、
し
か
も
情
報
・
証

拠
の
提
供
義
務
を
課
し
、
旗
国
の
実
効
的
な
条
約
実
施
の
義
務
を

強
化
し
て
い
る
点
で
、
伝
統
的
国
際
法
の
ル
ー
ル
の
枠
を
一
歩
ふ

み
こ
え
て
い
る
。

三

西
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
一
四
ヵ
国
間
の
入
港
国
コ
ン
ト
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
此
）

ル
に
関
す
る
合
意
覚
書
（
一
九
八
二
年
一
月
署
名
）

　
こ
の
覚
書
の
当
事
国
は
、
一
九
七
三
年
の
海
洋
汚
染
防
止
条
約

は
じ
め
そ
の
他
の
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
の
定
め

る
諸
々
の
基
準
を
実
効
的
に
実
施
す
る
た
め
に
、
ま
ず
各
当
事
国

が
自
国
の
港
を
利
用
す
る
外
国
商
船
の
総
数
の
う
ち
最
低
二
五
％

を
検
査
す
る
こ
と
、
お
よ
ぴ
各
当
事
国
の
検
査
を
調
整
す
る
た
め

定
期
的
に
情
報
交
換
す
る
こ
と
を
定
め
た
（
第
一
条
三
、
四
項
）
。

次
に
入
港
国
管
轄
権
に
つ
き
若
千
内
容
的
な
拡
充
を
図
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
o
入
港
国
は
、
国
際
条
約
の
定
め
る
証
書
や
そ
の
他

の
関
連
文
書
の
検
査
の
た
め
に
入
港
中
の
外
国
船
舶
に
乗
船
す
る

こ
と
が
で
き
、
も
し
検
査
の
緒
果
有
効
な
証
書
等
が
存
在
し
な
い

こ
と
、
あ
る
い
は
当
該
船
舶
が
諸
文
書
の
要
件
を
実
質
的
に
充
足
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し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
に
足
る
明
白
な
根
拠
が
発
見

さ
れ
た
場
合
に
は
、
更
に
詳
細
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
第
三
条
一
項
）
。
尚
、
検
査
の
結
果
は
、
旗
国
に
対
し
て
報
告
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
第
四
条
）
。
重
要
な
こ
と
は
、
安
全
、
健
康
、

環
境
に
対
し
て
明
ら
か
に
危
害
を
加
え
る
不
備
が
存
在
す
る
場
合
、

入
港
国
は
、
当
該
船
舶
が
出
航
す
る
前
に
そ
の
よ
う
な
危
害
を
排

除
し
、
そ
の
た
め
に
抑
留
（
ま
8
g
一
昌
）
を
含
む
適
切
な
措
置
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
際
、
入
港
国
は
と

っ
た
措
置
を
船
舶
の
旗
国
に
で
き
る
眼
り
す
み
や
か
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
（
第
三
条
七
項
）
。
も
し
検
査
港
で
前
記
の
不
備
を

正
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
入
港
国
は
他
の
港
に
当
該
船
舶

を
移
す
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
八
項
）
。
⇔
海
上
で
の
衝
突
防
止

ま
た
は
排
出
基
準
等
の
実
施
に
つ
き
国
際
条
約
の
違
反
の
疑
い
が

あ
る
場
合
に
は
、
他
の
当
事
国
の
要
講
に
も
と
づ
き
、
入
港
国
は

情
報
収
集
、
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
汚
染
物
質
の
サ
ン
プ
ル
収

集
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
五
条
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
覚
書
に
お
け
る
入
港
国
管
轄
権
は
、
そ

の
内
容
か
ら
み
て
海
洋
汚
染
防
止
条
約
の
定
め
る
そ
れ
と
ほ
ぽ
類

似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
海
洋
汚
染
防
止
条
約
で
は
入
港
国
に
よ

る
検
査
が
条
約
上
義
務
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
実
際
に
検

査
を
実
施
す
る
入
港
国
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
最

低
二
五
％
の
検
査
達
成
率
を
確
保
す
る
よ
う
各
当
事
国
が
合
意
し

た
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
入
港
国
管
轄
権
の
欠
点
を
こ
の

よ
う
な
か
た
ち
で
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
覚
書
は

興
味
深
い
。四

　
国
連
海
洋
法
条
約

　
入
港
国
に
対
し
て
捜
査
、
傘
捕
、
訴
追
、
処
罰
等
を
含
む
手
続

を
と
る
権
限
、
つ
ま
り
執
行
管
轄
権
を
認
め
、
条
約
の
実
効
的
な

執
行
を
確
保
せ
ん
と
す
る
提
案
は
、
国
連
海
底
平
和
利
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
∬
）

お
よ
び
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
も
な
さ
れ
た
。
注
目

す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
の
一
九
七
三
年
の
海
洋
汚
染
国
際
会
議
に

お
い
て
入
港
国
管
轄
権
に
反
対
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ギ
リ
ス

等
海
運
先
進
国
が
、
後
述
す
る
通
り
、
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
は

支
持
国
に
回
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
入
港
国
管
轄
権
を
支
持
す
る
諸
提
案
を
、
違
反
場
所
い
か
ん
を

メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
大
別
す
る
と
、
違
反
場
所
い
か
ん
を
問
わ
ず
に

違
反
船
舶
に
対
し
て
執
行
管
轄
権
を
認
め
る
普
遍
主
義
的
立
場
に

立
つ
も
の
と
、
他
国
の
管
轄
権
下
の
水
域
に
お
け
る
違
反
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

て
執
行
管
轄
権
を
認
め
る
も
の
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
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の
立
場
に
た
つ
提
案
に
は
、
カ
ナ
ダ
提
案
、
ア
メ
リ
カ
提
案
、
オ

ラ
ン
ダ
捷
案
が
あ
り
、
後
者
の
立
場
に
た
つ
提
案
に
は
、
ギ
リ
シ

ャ
提
案
、
ベ
ル
ギ
ー
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
デ
ン
マ
ー
ク
等
九
ヵ
国
提

案
が
あ
る
。
以
下
、
順
次
そ
れ
ら
提
案
の
概
要
と
特
徴
を
み
て
み

よ
う
o

　
ま
ず
海
底
平
和
利
用
委
員
会
の
一
九
七
三
年
夏
会
期
に
提
出
さ

　
　
　
　
　
＾
”
）

れ
た
カ
ナ
ダ
捉
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
一
九
七
三
年
の
海
洋
汚
染

国
際
会
議
に
お
け
る
前
記
カ
ナ
ダ
提
案
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

排
出
違
反
に
限
定
せ
ず
、
外
国
船
舶
の
条
約
違
反
に
対
し
て
、
入

港
国
は
、
違
反
の
発
生
場
所
い
か
ん
を
間
わ
ず
、
当
該
船
舶
の
所

有
者
、
船
長
ま
た
は
乗
組
員
に
対
し
て
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
と
若
千
修
正
し
て
い
る
。
違
反
が
他
国
の
管
轄
権
内
の
水
域
で

行
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
国
の
明
示
的
な
要
請
が
な
け
れ
ぱ
手
続
が

と
れ
な
い
こ
と
、
違
反
の
あ
っ
た
と
き
か
ら
〔
三
〕
年
以
内
に
予

続
を
開
始
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
、
旗
国
に
ょ
る
揚
合
を
除

い
て
、
二
重
の
手
続
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
内
容
的
に
変
化

は
な
い
。

　
次
に
ア
メ
リ
カ
が
海
底
平
和
利
用
委
員
会
の
夏
会
期
に
提
出
し

　
＾
2
0
〕

た
鍵
案
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
提
案
は
、
一
九
七
三
年
の
海
洋
汚

染
国
際
会
議
に
提
出
し
た
捉
案
と
同
様
、
違
反
発
生
場
所
い
か
ん

を
問
わ
な
い
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
入
港
国
に
よ
る
違
反
船
舶

の
捜
査
等
手
続
の
執
行
を
他
国
か
ら
の
通
報
を
要
件
に
し
て
い
る
。

ま
た
入
港
国
に
よ
る
手
続
開
始
を
違
反
の
と
き
か
ら
三
年
を
六
ヵ

月
に
短
縮
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

　
オ
ラ
ン
ダ
提
案
は
、
一
九
七
三
年
の
海
洋
汚
染
国
際
会
議
の
準

備
会
議
の
作
成
し
た
草
案
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
行
っ
た
コ
メ
ン

＾
警

ト
が
入
港
国
に
よ
る
手
続
の
権
隈
を
違
法
な
排
出
に
隈
定
し
て
い

た
の
対
し
、
こ
の
条
約
違
反
お
よ
ぴ
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
国
際

規
則
の
違
反
に
ま
で
広
げ
て
い
る
。
違
反
発
生
の
揚
所
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
ま
た
手
続
開
始
を
違
反
発
生
の
時
点
か
ら
〔
三
〕
年
以

内
に
限
定
し
、
入
港
国
と
船
舶
の
旗
国
と
が
他
の
方
法
で
合
意
し

な
い
隈
り
、
罰
則
を
罰
金
に
限
定
し
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。

　
後
者
の
立
場
に
た
つ
海
洋
法
会
議
カ
ラ
カ
ス
会
期
に
提
出
さ
れ

　
　
　
　
　
冤
）

た
ギ
リ
シ
ャ
提
案
は
、
入
港
国
は
他
の
締
約
国
の
内
水
、
領
海
内

で
行
わ
れ
た
汚
染
物
質
の
排
出
に
関
す
る
規
則
違
反
に
対
し
て
、

当
該
沿
岸
国
ま
た
は
船
舶
の
旗
国
に
よ
り
要
請
の
あ
る
場
合
に
隈

り
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
締
約
国
の
E

E
Z
内
に
お
け
る
違
反
に
つ
い
て
は
、
優
先
順
位
と
し
て
ま
ず
第

一
に
、
船
舶
の
旗
国
が
当
該
沿
偉
国
の
文
書
に
よ
る
要
講
に
も
と

づ
き
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
次
に
も
し
も
旗
国
が
そ
の
要
請
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を
受
理
し
て
か
ら
六
ヵ
月
以
内
に
手
続
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に

限
り
、
当
該
沿
岸
国
お
よ
び
文
書
に
よ
る
要
講
に
も
と
づ
き
入
港

国
が
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（
以
上
、
第
六

条
一
、
二
項
）
。

　
海
洋
法
会
議
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
期
（
第
三
会
期
）
に
、
ペ
ル
ギ
ー
、

ブ
ル
ガ
リ
ァ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
東
ド
ィ
ツ
、
西
ド
ィ
ツ
、
ギ
リ
シ

ャ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
の
九
ヵ
国
が
提
出
し

　
＾
2
4
〕

た
提
案
は
、
以
上
の
諸
提
案
に
比
ぺ
管
轄
権
の
内
容
が
詳
細
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
入
港
国
は
遠
法
な
排
出
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
六

ヵ
月
以
内
に
当
該
船
舶
を
鍾
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
入
港

国
は
、
違
法
な
排
出
が
あ
っ
た
と
い
う
情
報
を
他
の
締
約
国
ま
た

は
権
限
あ
る
国
際
機
関
か
ら
受
け
と
っ
た
と
き
は
、
捜
査
を
行
わ

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
同
提
案
で
注
目
す
ぺ
き
こ
と
は
、
入
港
国

の
と
り
う
る
手
続
に
つ
い
て
捜
査
以
外
の
手
続
、
必
要
あ
ら
ぱ
逮

捕
を
も
以
下
の
場
合
に
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

他
の
締
約
国
が
違
法
な
排
出
の
結
果
自
国
の
海
岸
線
ま
た
は
関
係

利
益
に
損
害
を
受
け
た
、
ま
た
は
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

信
ず
る
に
足
る
合
理
的
理
由
の
あ
る
こ
と
を
通
知
し
て
き
た
場
合

で
あ
る
。
た
だ
し
、
入
港
国
は
、
捜
査
の
結
果
を
船
舶
の
旗
国
に

通
知
し
た
と
き
・
か
ら
六
ヵ
月
以
内
、
お
よ
び
旗
国
が
同
一
の
違
反

に
対
し
て
手
続
を
と
っ
て
い
る
間
は
、
逮
捕
以
外
の
手
続
を
と
っ

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
入
港
国
は
、
違
反
の
行
わ
れ
た
と
き
か
ら

三
年
〃
経
過
後
は
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
入
港
国
の
科

し
う
る
罰
則
は
罰
金
に
限
定
さ
れ
る
。
入
港
国
は
、
更
に
違
反
船

舶
を
逮
捕
す
る
際
、
保
証
金
そ
の
他
の
合
理
的
保
証
の
提
供
に
よ

り
、
当
該
船
舶
を
釈
放
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
入
港
国
管
轄
権
を
支
持
す
る
提
案
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ

ン
、
日
本
、
ソ
連
等
は
反
対
を
と
な
え
た
。
た
と
え
ぱ
ス
ペ
イ
ン

は
、
「
入
港
国
は
、
自
国
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
発
生
し
た

事
件
で
、
し
か
も
何
ら
の
人
的
・
領
域
的
つ
な
が
り
の
な
い
事
件

に
対
し
て
、
普
遍
的
な
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

と
主
張
し
て
反
対
し
た
。
ま
た
日
本
の
小
閏
教
授
も
、
入
港
国
か

ら
遠
く
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
違
法
行
為
に
対
し
て
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

を
開
始
す
る
大
き
な
動
機
は
何
も
な
い
、
と
い
っ
て
反
対
し
た
。

ソ
連
も
、
締
約
国
か
ら
数
百
マ
イ
ル
も
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
行
わ

れ
た
外
国
船
舶
の
違
反
行
為
に
対
し
て
、
入
港
国
が
手
続
を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

こ
と
に
凝
問
を
な
げ
か
け
て
い
る
。

　
海
洋
法
会
議
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
期
以
後
は
、
入
港
国
管
轄
権
に

つ
い
て
実
質
的
な
議
論
が
大
し
て
な
さ
れ
ず
、
そ
の
後
ひ
き
つ
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑

き
非
公
式
単
一
交
渉
草
案
、
改
訂
単
一
交
渉
草
案
、
非
公
式
統
合
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＾
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）
　
　
　
　
　
　
＾
㏄
〕

交
渉
草
案
、
海
洋
法
条
約
草
案
が
提
出
さ
れ
た
。

　
以
下
で
は
、
一
九
八
二
年
に
採
択
さ
れ
た
国
連
海
洋
法
条
約
の

関
連
規
定
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
港
国
管
轄
権
の
概
要
と

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
○
入
港
国
の
管
轄
権
の
行
使
は
、
適
用
可
能
な
国
際
的
規
則
お

よ
ぴ
基
準
に
違
反
し
て
行
わ
れ
る
当
該
船
舶
か
ら
の
排
出
に
隈
定

さ
れ
た
（
第
二
一
八
条
一
項
）
。

　
⇔
違
反
の
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
い
か
ん
を
間
わ

ず
、
入
港
国
の
内
水
、
領
海
ま
た
は
E
E
Z
の
外
と
規
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
他
の
締
約
国
の
内
水
、
領
海
ま
た
は
E
E
Z
内
の

水
域
お
よ
ぴ
公
海
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
⇔
入
港
国
の
管
轄
権
の
内
容
は
、
検
査
（
ぎ
＜
g
碁
筆
o
冨
）
、

お
よ
ぴ
証
拠
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
場
合
に
は
手
続
（
雫
o
－

8
o
g
品
蜆
）
を
開
始
す
る
権
限
で
あ
る
。
こ
の
手
続
と
い
う
概
念

が
、
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
を

要
し
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
第
二
一
八
条
は
手
続
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
に
つ
い
て
何
も
規
定
し
て
い
な
い
が
、
他
の
条
文
、
特

に
二
二
八
条
お
よ
ぴ
二
三
〇
条
を
あ
わ
せ
読
め
ぱ
、
か
か
る
手
続

を
と
る
入
港
国
の
権
隈
が
、
捜
査
、
傘
捕
、
抑
留
、
司
法
審
査
お

よ
ぴ
処
罰
を
合
む
執
行
管
轄
権
を
さ
す
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

（
舶
〕

る
o

　
㈲
他
の
締
約
国
の
内
水
、
領
海
ま
た
は
E
E
Z
内
に
お
け
る
排

出
違
反
に
対
し
て
は
、
入
港
国
は
そ
も
そ
も
自
国
の
法
益
侵
害
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
は
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
当
該
沿
岸
国
、
船
舶
の
旗
国
、
ま

た
は
当
該
排
出
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
も
し
く
は
そ
の
脅
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
洲
〕

を
受
け
る
国
か
ら
要
講
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
（
第
二
一
八

条
二
項
）
。
他
方
、
公
海
上
で
排
出
違
反
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

入
港
国
は
、
当
該
船
舶
の
旗
国
の
要
請
が
な
く
て
も
管
轄
権
を
行

　
　
　
＾
弱
）

使
し
う
る
。
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
通
り
、
伝
統
的
国
際
法
の
ル

ー
ル
を
大
幅
に
修
正
す
る
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
革
新
的
な
も
の
．

　
＾
脆
）

で
あ
る
。

　
㈲
他
方
、
入
港
国
に
は
次
の
よ
う
な
場
合
、
調
査
義
務
が
課
せ

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
内
水
、
領
海
ま
た

は
E
E
Z
内
に
お
い
て
排
出
違
反
が
生
じ
、
あ
る
い
は
損
害
が
生

じ
、
も
し
く
は
そ
の
脅
威
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、

そ
の
国
か
ら
要
講
の
あ
る
場
合
、
入
港
国
は
で
き
る
隈
り
当
該
違

反
の
調
査
要
講
に
応
じ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
旗
国
か
ら
の
要
講

の
あ
る
場
合
に
も
、
違
反
発
生
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
で
き

る
隈
り
応
じ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
同
条
三
項
）
。
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㈹
入
港
国
は
、
自
ら
実
施
す
る
調
査
の
記
録
を
、
旗
国
ま
た
は

沿
岸
国
か
ら
要
請
が
あ
る
場
合
、
移
送
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

（
同
条
四
項
）
。

　
㈲
排
出
違
反
が
、
前
記
調
査
記
録
の
移
送
要
請
を
し
た
沿
崖
国

の
内
水
、
領
海
ま
た
は
E
E
Z
内
で
行
わ
れ
た
場
合
、
当
該
沿
岸

国
の
要
講
が
あ
る
と
き
は
、
入
港
国
は
開
始
し
た
手
続
を
停
止
す

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
四
項
）
。
第
二
一
八
条
二
項
の
規
定
に

従
い
当
該
沿
岸
国
の
要
請
に
も
と
づ
き
入
港
国
は
か
か
る
手
続
を

開
始
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
旦
開
始
し
た
手
続
を
停
止
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
義
務
は
な
い
。
後
か
ら
生
ず
る
事
情
に
よ
り
入
港

国
が
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の

こ
と
を
許
す
途
を
残
し
て
お
く
の
が
こ
の
規
定
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
当
該
事
件
の
証
拠
、
記
録
、
入
港
国
に
提
供
さ
れ
た
保

証
金
そ
の
他
の
金
銭
的
保
証
は
、
当
該
要
講
国
に
移
送
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
移
送
に
よ
り
、
入
港
国
の
手
続
の
継
続
は
妨

　
　
＾
諏
）

げ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
国
連
海
洋
法
条
約
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
入
港

国
管
轄
権
は
、
こ
れ
ま
で
提
案
さ
れ
て
き
た
も
の
を
大
幅
に
と
り

入
れ
、
そ
の
内
容
を
か
な
り
充
実
さ
せ
て
い
る
。
し
・
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
入
港
国
の
管
轄
権
は
、
そ
の
行
使
に
際
し
て
全
く
フ

リ
ー
ハ
ン
ド
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
一
定
の
保
障
措
置

（
窒
庁
o
q
量
邑
）
－
僅
言
す
れ
ぱ
旗
国
の
利
益
を
保
障
す
る
た
め

に
入
港
国
お
よ
び
沿
岸
国
に
加
え
ら
れ
た
制
限
ー
に
従
わ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
以
下
、
順
に
み
て
み
よ
う
。

　
H
入
港
国
が
外
国
船
舶
に
対
し
て
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
際
、

当
該
船
舶
の
航
行
の
安
金
を
害
し
、
そ
の
他
の
方
法
で
当
該
船
舶

に
障
害
を
も
た
ら
し
、
安
全
で
な
い
港
も
し
く
は
錨
地
に
航
行
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
（
第
二
二
五
条
）
。

　
目
入
港
国
は
、
第
二
一
八
条
に
も
と
づ
く
調
査
・
検
査
の
た
め

外
国
船
舶
を
必
要
以
上
ひ
き
と
め
て
遅
延
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

外
国
船
舶
に
対
す
る
物
理
的
検
査
は
、
国
際
的
規
則
・
基
準
に
よ

り
船
舶
が
携
行
す
ぺ
く
要
求
さ
れ
て
い
る
証
書
、
記
録
そ
の
他
の

文
書
等
に
隈
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
検
査
は
、
第
二
二
六

条
一
項
ω
に
列
挙
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
船
舶
ま

た
は
設
備
の
状
態
が
こ
れ
ら
文
書
の
記
載
通
り
で
な
い
と
認
め
る

明
白
な
根
拠
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
が
違
反
の
疑

い
を
確
認
・
証
明
す
る
の
に
十
分
で
な
い
場
合
、
そ
し
て
船
舶
が

有
効
な
証
書
・
記
録
を
備
え
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。

　
⇔
入
港
国
は
、
保
証
金
そ
の
他
の
金
銭
的
保
証
の
提
供
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
＾
醜
）

一
旦
傘
捕
し
た
船
舶
を
す
み
や
か
に
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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ポ
　
ノ
　
ド

い
（
第
二
二
六
条
一
項
㈹
）
。
こ
の
保
証
金
（
担
保
金
、
供
託
金
）

制
度
は
、
違
反
船
舶
等
の
早
期
釈
放
を
図
り
、
旗
国
側
の
航
行
の

利
益
を
保
謹
す
る
た
め
に
、
入
港
国
の
執
行
権
隈
の
行
使
に
課
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

ら
れ
た
制
限
の
一
種
で
あ
る
。
入
港
国
は
、
船
舶
の
釈
放
に
よ
り

海
洋
環
境
が
不
当
に
損
害
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、

釈
放
を
拒
否
し
、
ま
た
は
最
寄
り
の
修
理
施
設
へ
航
行
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
入
港
国
は
そ
の
旨
船
舶
の
旗
国
に
通
報

す
る
も
の
と
す
る
（
第
二
二
六
項
一
ω
項
）
。

　
㈲
入
港
国
が
、
第
二
一
八
条
一
、
二
項
に
従
い
、
そ
の
領
海
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

の
水
域
に
お
け
る
違
法
な
排
出
行
為
に
対
し
て
罰
則
を
科
す
る
手

続
は
、
も
し
当
該
船
舶
の
旗
国
が
同
一
訴
因
に
つ
い
て
入
港
国
の

最
初
の
手
続
開
始
の
日
か
ら
六
。
ヵ
月
以
内
に
罰
則
を
科
す
る
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
〕

を
と
る
な
ら
ぱ
、
停
止
さ
れ
る
（
第
二
二
八
条
一
項
）
。
従
っ
て
、

船
舶
の
旗
国
の
執
行
管
轄
権
の
方
が
第
二
一
八
条
一
、
二
項
に
従

い
入
港
国
が
行
使
し
う
る
執
行
管
轄
権
に
優
先
し
、
六
ヵ
月
間
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
讐

い
つ
で
も
旗
国
は
手
続
を
さ
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

手
続
上
き
わ
め
て
不
安
定
な
状
態
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
わ
け
で
、

問
題
が
残
る
。
と
こ
ろ
で
、
旗
国
に
よ
る
手
続
が
終
結
し
た
と
き

に
は
、
入
港
国
の
停
止
さ
れ
て
い
た
手
続
は
終
了
す
る
。

　
㈲
外
国
船
舶
に
罰
則
を
科
す
手
続
は
、
違
反
の
行
わ
れ
た
日
か

ら
三
年
以
内
に
開
姶
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
第
二
二
八
条
二

項
）
。

　
㈱
罰
則
に
関
し
、
領
海
以
遠
の
水
域
に
お
け
る
違
反
に
つ
い
て

は
金
銭
罰
の
み
、
領
海
内
の
遠
反
に
つ
い
て
も
金
銭
罰
だ
が
、
故

意
に
よ
る
か
つ
重
大
な
汚
染
行
為
の
場
合
は
、
そ
の
隈
り
で
は
な

い
（
第
二
三
〇
条
）
。

　
㈲
入
港
国
は
、
第
二
一
八
条
に
従
っ
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
、

旗
国
そ
の
他
の
関
係
国
に
す
み
や
か
に
通
報
し
、
公
式
の
報
告
書

を
旗
国
に
提
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
第
二
三
一
条
）
。

五
　
入
港
国
管
轄
権
の
法
的
性
質

　
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
域
外
に
お
け
る
外
国
船
舶
の
違
法
な
排

出
行
為
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
入
港
国
管
轄
権
は
、
法
律
的
に
ど

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
域
外
活
動
に
対
す
る
国
家

管
轄
権
は
、
一
般
的
に
、
属
地
主
義
、
国
籍
主
義
、
属
人
主
義
、

保
護
主
義
ま
た
は
普
遍
主
義
と
い
う
基
準
に
よ
り
、
そ
の
設
定
が

説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
基
準
の
う
ち
入
港
国
管
轄
権
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

と
も
よ
く
説
明
し
う
る
の
は
最
後
の
普
遍
主
義
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
普
遍
主
義
は
、
元
来
、
犯
罪
実
行
者
の
身
柄
を
自
国
領
域

内
に
現
に
抑
留
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
管
轄
権
の
適
用
を
み
と
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（105）　入港国管轄権について

め
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
犯
罪
人
の
引
渡
が
不
可
能
の
場
合
、

あ
る
い
は
国
際
法
（
と
り
わ
け
多
数
国
間
条
約
）
に
よ
り
起
訴
・

処
罰
の
権
限
ま
た
は
義
務
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
、
補
充
的
に

　
　
　
　
＾
仏
）

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
普
遍
主
義
の
適
用
対
象
と
な
る
犯
罪
に
つ
い

て
は
、
そ
の
性
質
・
範
囲
を
め
ぐ
り
こ
れ
ま
で
挙
説
・
国
家
実
行

に
対
立
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
入
港
国
の
執
行
管

轄
権
行
使
の
対
象
と
な
る
排
出
違
反
行
為
が
普
遍
主
義
の
適
用
対

象
と
な
る
犯
罪
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
ひ
か

＾
竺

え
、
入
港
国
管
轄
権
が
、
海
洋
汚
染
の
分
野
に
お
い
て
多
数
国
間

条
約
の
直
接
介
入
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
一
種
の
普
遍
主
義
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
〕

に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
こ
の
よ
う
な
普
遍
主
義
は
、
そ
れ
以
外
の
分
野
で
は
早
く
か
ら

導
入
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
海
賊
行
為
や
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
キ
ン

グ
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
犯
罪
の
分
野
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ

に
お
い
て
は
、
普
遍
主
義
が
か
な
り
進
ん
で
い
る
。
海
賊
行
為
に

つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
国
の
軍
艦
が
公
海
上
の
行
為
に
つ
い
て
自

国
に
引
致
し
、
自
国
法
令
に
も
と
づ
き
処
罰
で
き
る
。
ハ
イ
ジ
ャ

ッ
キ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
の
登
録
国
、
着
陸
国
、
あ
る
い

は
「
犯
人
ま
た
は
容
疑
者
の
所
在
す
る
国
」
等
に
刑
事
管
轄
権
の

設
定
を
積
極
的
に
義
務
づ
け
る
と
共
に
、
犯
人
の
所
在
す
る
国
に

逮
捕
・
抑
留
・
訴
追
な
ど
の
手
続
を
と
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
差
異
が
で
て
く
る
の
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
自
身
の
性

質
い
か
ん
の
ゆ
え
で
あ
る
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
末
　
入
港
国
管
轄
権
の
評
価
－
む
す
ぴ
に
か
え
て
ー

　
以
上
考
察
し
て
き
た
入
港
国
管
轄
権
は
、
伝
統
的
な
沿
埠
国
管

轄
権
お
よ
び
旗
国
管
轄
権
の
欠
点
を
補
い
、
実
効
的
な
海
洋
汚
染

の
防
止
・
取
締
の
た
め
に
機
能
す
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
、

沿
岸
国
管
轄
権
下
で
な
さ
れ
た
排
出
違
反
行
為
に
つ
き
、
入
港
国

が
当
該
違
反
船
舶
を
傘
捕
・
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
も
な
け

れ
ぱ
生
ず
る
で
あ
ろ
う
法
的
空
白
を
う
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

二
に
、
さ
も
な
け
れ
ぱ
沿
岸
国
が
汚
染
を
理
由
に
任
意
に
管
轄
権

を
拡
大
し
、
海
上
で
の
千
渉
（
停
船
・
乗
船
等
）
に
よ
り
航
行
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
事
態
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、

入
港
国
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
自
国
法
令
に

も
と
。
づ
き
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
旗

国
に
対
し
て
、
将
来
よ
り
実
効
的
な
措
置
を
と
る
よ
う
説
得
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
違
反
行
為
の
あ
と
に
入
港
す

る
入
港
国
が
証
拠
を
収
集
す
る
上
で
最
も
適
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
入
港
国
に
検
査
・
証
拠
収
集
の
権
隈
お
よ
び
手
続
を
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と
る
権
限
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
点
で
大
き
な
意
味
が
あ

る
。　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
入
港
国
管
轄
権
は
、
以
下
に
の
ぺ
る
よ

う
な
デ
メ
リ
ヅ
ト
を
併
せ
も
っ
て
お
り
、
実
効
的
な
汚
染
防
止
の

た
め
の
万
能
薬
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
他
国

の
管
轄
権
下
で
の
外
国
船
舶
の
排
出
違
反
に
対
し
て
、
当
該
沿
岸

国
の
要
請
が
な
け
れ
ぱ
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
二
に
、

入
港
国
が
手
続
を
と
る
か
ど
う
か
は
義
務
で
は
な
い
た
め
そ
の
国

の
自
由
裁
量
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
点
、
前
記
西
ヨ
ー
ロ

ヅ
パ
一
四
カ
国
合
意
覚
書
中
に
み
ら
れ
る
国
家
実
行
は
大
い
に
参

考
に
な
る
。
第
三
に
、
し
か
も
自
国
の
法
益
侵
害
が
何
ら
存
在
し

な
い
域
外
で
の
違
法
行
為
に
対
し
て
、
入
港
国
が
、
か
な
り
の
人

的
財
政
的
負
担
を
し
て
ま
で
稜
極
的
に
手
続
を
と
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
な
い
。
第
四
に
、
入
港
国
管
轄
権
は
、
便
宜
置
籍
国
の
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
侶
）

タ
ー
ン
に
な
ら
い
、
便
宜
入
港
国
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
以
上
考
察
し
て
き
た
通
り
、
入
港
国
管
轄
権
は
、
伝
統
的
国
際

法
の
ル
ー
ル
の
枠
を
一
歩
大
き
く
ふ
み
出
し
た
普
遍
主
義
的
性
椿

を
も
つ
概
念
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
海
洋
汚
染
の
実
効
的
な
防
止
・
取
締
に
少
な
か
ら
ず

寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
入
港
国
が
積

極
的
に
条
約
上
認
め
ら
れ
た
管
轄
権
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
国
連
海
洋
法
条
約
は
、
海
洋
汚
染
を
そ
の
汚
染
源
を
基
準
に
、

　
　
陸
上
起
因
汚
染
、
海
底
活
動
起
因
汚
染
、
深
海
々
底
活
動
起
因
汚
染
、

　
　
投
棄
起
因
汚
染
、
船
頗
起
因
汚
染
、
大
気
起
因
汚
染
に
分
類
し
て
い

　
　
る
（
第
二
〇
七
－
二
二
一
条
）
。

　
（
2
）
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
海
洋
汚
染
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
」
公

　
　
審
法
の
国
際
的
展
開
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
、
一
四
0
1
一

　
　
六
四
頁
を
参
照
。

　
（
3
）
　
国
際
法
上
こ
の
管
轄
権
の
概
念
は
、
非
常
に
多
義
的
に
使
用
さ

　
　
れ
る
。
通
常
、
管
轄
権
は
、
関
係
法
令
を
制
定
し
て
一
定
の
事
象
と

　
　
活
動
に
適
用
す
る
権
限
と
し
て
の
立
法
管
轄
権
（
一
〇
〇
目
邑
黒
～
o
』
弓
．

　
　
尿
2
o
匡
g
）
、
事
案
を
裁
判
す
る
権
限
と
し
て
の
司
法
管
轄
権
（
甘
昌
．

　
　
○
邑
甘
『
尿
昌
蟹
昌
）
、
お
よ
ぴ
行
政
機
関
が
強
制
措
置
（
逮
捕
、
押
収
、

　
　
召
喚
令
状
の
発
給
、
捜
査
、
処
罰
な
ど
）
を
行
う
権
隈
と
し
て
の
執

　
　
行
管
轄
権
（
巽
o
昌
巨
さ
8
邑
邑
邑
叩
旨
四
巨
≦
甘
ま
昌
ま
昌
）
の
＝
一

　
　
つ
に
分
け
て
議
論
さ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
、
山
本
草
二
「
国
家
管
輸
権

　
　
の
機
能
と
限
界
」
法
学
教
室
、
第
三
五
号
、
一
九
－
二
七
頁
を
参
照
。

　
　
ま
た
学
者
に
よ
っ
て
は
、
関
係
法
令
の
制
定
に
関
す
る
立
法
管
轄
権

　
　
（
一
晶
邑
き
き
冒
註
皇
g
一
昌
）
と
そ
の
法
令
の
実
施
に
関
す
る
執
行

　
　
管
轄
権
（
g
｛
昌
8
目
昌
け
甘
昏
g
o
庄
昌
）
の
二
つ
に
分
け
て
議
論
し

　
　
て
い
る
人
も
い
る
。
こ
こ
で
い
う
執
行
管
轄
権
は
、
前
記
の
司
法
管

　
　
轄
権
と
執
行
管
轄
権
の
双
方
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
声
＞
・

　
　
§
冒
、
ざ
冒
貴
一
罵
。
こ
膏
邑
茎
ε
巨
H
目
薄
量
一
一
昌
匙
5
き
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（107）　入港国管轄権について

　
勾
砧
。
ミ
雨
ミ
軋
＄
o
§
葦
き
F
H
戸
モ
勺
I
o
－
H
蟹
（
6
塞
1
－
）
を
参

　
照
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
、
こ
と
海
洋
汚
染
に
関
し
て
は
、
そ
の
第

　
二
一
部
に
お
い
て
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
管
轄
権
を
立
法

　
管
轄
権
（
第
五
節
）
と
執
行
管
轄
権
（
第
六
節
）
の
二
つ
に
分
け
る

　
ア
プ
回
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
す

　
る
。

（
4
）
　
山
本
達
見
「
海
洋
汚
染
防
止
に
関
す
る
国
際
的
動
向
と
我
が
国

　
の
対
応
（
そ
の
二
）
」
季
刊
海
洋
時
報
第
三
三
号
、
二
－
一
五
頁
を
参

　
照
。

（
5
）
　
そ
の
原
初
的
概
念
が
、
後
述
す
る
通
り
、
一
九
五
四
年
の
海
洋

　
油
濁
防
止
条
約
（
第
九
条
）
に
見
う
け
ら
れ
る
。

（
6
）
　
国
連
海
洋
法
条
約
は
、
そ
れ
以
外
に
群
島
水
域
、
犬
陸
棚
お
よ

　
ぴ
E
E
Z
を
あ
げ
て
い
る
（
第
一
一
一
条
一
、
二
項
）
。

（
7
）
　
山
本
、
前
掲
論
文
、
二
四
頁
。

（
8
）
　
以
上
の
諾
提
案
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
窟
岡
仁
「
海
洋
汚
染
の

　
防
止
に
関
す
る
旗
国
主
義
の
動
揺
－
I
M
C
〇
一
九
七
三
年
会
議
の

　
議
論
を
中
心
と
し
て
」
法
政
論
集
、
第
六
〇
号
、
一
＝
二
－
二
＝
二

　
頁
を
参
照
。

（
9
）
串
｛
彗
ぎ
｛
慧
茎
轟
写
叶
ぎ
巨
彗
註
o
量
一
0
9
守
『
9
8

　
0
目
黒
胃
－
篶
勺
o
昌
自
庄
昌
（
勺
O
峯
勺
）
、
ミ
8
一

（
1
0
）
　
峯
、
、
O
O
Z
句
一
㌔
o
o
l

（
1
1
）
　
雪
吊
、
O
O
之
向
1
㌔
ρ
H
㌔
婁
勺
一
N
仰

（
1
2
）
　
勺
O
峯
勺
、
ミ
弔
－
N
㎞
．

（
1
3
）
　
冨
吊
㌔
O
O
Z
句
－
㌔
Ω
く
婁
勺
ω
ナ

（
1
4
）
　
一
九
五
四
年
の
海
洋
油
濁
防
止
条
約
は
、
入
港
国
は
自
国
の
秩

　
序
を
害
し
な
い
限
り
入
潜
中
の
外
国
船
舶
に
対
し
て
執
行
管
轄
椀
を

　
行
使
し
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
国
際
礼
譲
を
修
正
し
、
船
舶
の
携
行

　
す
る
油
記
録
簿
を
検
査
す
る
権
隈
を
入
港
国
に
認
め
た
（
第
九
条
二

　
項
）
。

（
∬
）
　
海
洋
油
濁
防
止
条
約
は
、
そ
の
点
、
定
め
ら
れ
た
形
式
の
油
記

　
録
簿
を
船
内
に
備
え
つ
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
油
記
録
簿
の
検
査
の

　
緒
果
条
約
違
反
の
事
実
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
入
港
国
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
違
反
証
拠
を
当
該
船
舶
の
旗
国
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の

　
み
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
第
九
条
）
。

（
比
）
　
峯
9
旨
O
『
些
目
O
自
昌
O
｛
一
q
自
O
①
H
眈
“
芭
自
O
－
目
o
目
O
目
｝
o
『
斤
ω
け
P
庁
o
O
o
目
叶
－

　
8
F
g
向
§
寺
§
§
§
ミ
、
o
ミ
ミ
§
“
卜
s
§
一
く
〇
一
』
一
老
o
．
♪
君
．

　
嵩
㎞
1
寄
、
こ
の
覚
書
の
署
名
当
事
国
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ

　
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
呈
1
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス

　
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
こ
の
覚
書
に
言
及

　
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
次
の
文
献
を
参
照
。
戸
戸
O
巨
昌
巨
昌

　
瞠
目
o
＞
．
＜
‘
■
o
ミ
ρ
『
ぎ
ト
昌
§
県
§
耐
吻
§
■
峯
里
目
o
茅
黒
胃
d
邑
く
．

　
勺
篶
蜆
9
岩
o
o
少
句
勺
．
ε
o
I
ε
．

（
〃
）
　
海
底
平
和
利
用
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

　
照
。
富
岡
仁
「
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
旗
国
主
義
の
衰
退
－
国

　
連
海
底
平
和
利
用
委
員
会
の
議
論
を
中
心
と
し
て
」
法
政
論
集
、
第

　
八
九
号
、
一
四
五
－
一
五
一
頁
。
＞
、
＜
、
■
o
峯
ρ
ヨ
旨
軍
二
g
8
旨
雪
叶

o
－
旨
顯
ユ
篶
勺
o
旨
広
昌
カ
o
碧
一
理
庄
o
易
一
吻
§
b
“
哉
o
卜
魯
§
き
e
㌣
§
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一橋諭叢 第92巻 第5号（108）

く
o
－
・
旨
・
o
や
a
ゆ
－
む
・
第
三
次
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
議
論
に
つ

　
い
て
は
、
と
り
わ
け
以
下
を
参
照
。
水
上
千
之
「
海
溝
汚
染
規
制
に

関
す
る
国
家
管
轄
柁
の
拡
大
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
、
第
七

　
六
巻
五
号
、
六
〇
－
六
五
員
、
六
八
－
七
〇
頁
。
粟
林
忠
男
「
第
三

　
次
海
樺
法
会
謹
と
船
舶
起
因
汚
染
－
基
本
的
争
点
と
「
統
合
草
案
」

　
の
分
析
L
海
洋
汚
染
防
止
法
制
の
比
較
研
究
（
｝
本
海
洋
協
会
発

　
行
）
、
第
一
号
、
一
九
七
－
九
九
、
二
二
二
－
一
四
、
二
一
七
－
二
一

員
、
同
「
第
三
次
海
洋
法
会
議
と
船
舶
起
因
汚
染
ω
－
「
統
合
草

　
案
」
の
改
訂
に
つ
い
て
」
海
洋
汚
染
防
止
法
制
の
比
較
研
究
、
第
二

　
号
、
八
八
－
八
九
頁
、
磯
崎
博
司
「
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
と
海

　
洋
環
境
の
保
全
」
環
境
法
研
究
、
第
七
号
、
＝
一
七
－
二
九
、
＝
二

　
九
－
四
三
頁
、
鷲
見
一
夫
「
海
洋
環
境
の
保
護
と
第
三
次
国
連
海
洋

　
法
会
議
」
公
害
法
の
国
際
的
展
開
（
岩
波
書
店
、
　
一
九
八
二
年
）
、

　
九
六
－
九
九
、
一
〇
九
、
二
一
〇
－
二
二
員
。

（
1
8
）
　
水
上
千
之
、
前
掲
論
文
、
六
〇
頁
。

（
1
9
）
　
G
2
U
o
o
I
＞
、
＞
〇
一
H
ω
o
o
、
ω
ρ
目
－
、
■
．
ω
ミ
＞
創
P
一
・
カ
ナ
ダ
は
、

　
入
港
国
管
轄
描
の
概
念
を
は
じ
め
て
提
案
し
た
の
は
自
国
で
あ
り
、

　
そ
れ
は
一
九
七
一
年
の
海
底
平
和
利
用
委
員
会
に
お
い
て
で
あ
る
と

　
自
負
し
て
い
る
。
o
h
↓
巨
邑
ζ
目
岸
＆
老
芭
庄
昌
叩
O
O
艮
串
彗
8
9

　
；
o
■
凹
ミ
o
｛
旨
o
ω
S
（
以
下
、
↓
巨
己
O
Z
O
■
O
ω
）
一
〇
雷
o
酎
－

　
肉
o
o
o
H
ρ
y
く
0
F
■
－
o
．
豊
o
〇
一

（
2
0
）
　
0
2
U
o
ρ
＞
、
＞
〇
一
H
ω
o
o
、
ω
〇
一
－
－
－
㌔
■
■
阜
o
．

（
2
1
）
　
C
2
　
U
o
o
．
＞
、
＞
〇
一
H
ω
o
o
、
ω
O
．
－
－
く
■
．
｛
o
o
．

（
刎
）
　
峯
弔
㌔
O
0
2
司
‘
㌔
o
o
㌔
ρ

（
2
3
）
　
d
乞
U
o
o
．
＞
㌔
O
O
Z
句
一
ひ
ミ
ρ
之
■
・
キ

（
2
4
）
　
d
2
U
o
o
．
＞
㌔
O
0
2
『
一
α
ミ
O
・
皇
■
・
N
＋

（
％
）
　
H
－
己
H
ρ
d
2
0
■
O
μ
O
冒
o
ぎ
－
肉
o
o
o
『
o
夕
く
o
－
・
■
一
勺
・
ω
u
ω
・

（
2
6
）
　
掌
ミ
一
〇
■
ω
竃
。
し
か
し
小
囲
教
授
は
、
船
舶
の
構
造
墓
準
に

　
つ
い
て
は
、
入
渚
国
の
検
査
権
隈
を
認
め
る
発
言
を
し
て
い
る
。
o
ド

　
ξ
§
一
〇
－
ω
①
〇
一

（33
（　　（
3231 （　（3029

）　　）

（　　（
2827
）　　）

↓
巨
『
o
d
Z
O
■
O
μ
O
曽
o
｛
巴
肉
o
o
o
『
｛
9
＜
o
－
．
H
く
一
勺
・
o
o
ト

ζ
老
U
o
o
．
之
O
O
Z
声
S
、
婁
｝
o
o
㌔
勺
＞
申
H
H
目
・

C
2
∪
o
o
．
＞
㌔
O
O
老
匂
一
ひ
ミ
4
く
｝
1
迫
宛
o
く
一
（
巾
＞
肉
H
・
H
目
・

ζ
Z
U
o
o
．
＞
㌔
O
0
2
『
一
α
N
）
く
勺
－
一
〇
、
射
o
く
一
H
俸
射
o
く
一
N
・

一
q
2
－
〕
o
o
．
＞
、
O
◎
之
｝
一
α
N
，
4
く
勺
．
H
O
、
カ
o
く
一
い
一

註
（
〃
）
中
の
文
献
を
参
照
。

第
五
会
期
に
お
い
て
、
こ
こ
で
い
う
手
続
が
刑
事
手
続
な
の
か

　
そ
れ
と
も
民
事
手
続
を
合
む
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
議
論
さ
れ

　
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
支
配
的
意
見
は
、
か
か
る
手
続
は
処
罰
に
関

　
す
る
も
の
で
損
害
に
対
す
る
民
事
手
続
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で

　
あ
つ
た
。
o
い
Ω
H
1
－
I
H
－
冒
固
o
司
o
邑
餉
一
－
ミ
雨
§
§
ざ
s
ミ
o
o
ミ
§
“
o
、

　
ミ
ミ
き
｝
、
O
ミ
ミ
ざ
ぎ
0
8
胆
目
凹
勺
旦
〕
＝
O
顯
匡
O
寡
一
H
目
O
＝
5
0
0
9
く
O
－
－
♪

o
l
s
ゲ

（
3
4
）
　
入
港
国
の
内
水
、
領
海
ま
た
は
E
E
Z
内
に
お
い
て
、
当
該
違

　
反
に
よ
り
汚
染
が
生
じ
、
ま
た
は
汚
染
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

　
合
に
も
、
入
港
国
は
当
然
管
轄
権
を
行
使
し
う
る
（
第
二
一
八
条
二

　
項
）
。

（
3
5
）
　
こ
れ
に
対
し
、
第
五
会
期
に
お
い
て
、
あ
る
国
は
旗
国
に
よ
る

660



（109）　入港国管轄権について

　
要
請
が
必
要
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
県
Ω
■
－
ヨ
目
晶
g
ダ
s
．

　
○
詩
■
や
α
N
ピ

（
3
6
）
宛
』
・
9
膏
…
彗
旦
＞
－
く
．
■
婁
ρ
冬
亭
o
l
§
－
し

　
か
し
、
こ
の
点
、
後
述
す
る
通
り
、
旗
国
の
管
轄
権
に
優
先
順
位
を

　
お
く
保
障
措
置
（
第
二
二
八
条
一
項
）
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き

　
で
あ
る
。

（
3
7
）
　
こ
の
よ
う
に
入
港
国
の
手
続
が
停
止
す
る
場
合
、
当
該
沿
崖
国

　
に
よ
る
手
続
の
終
結
し
た
と
き
、
停
止
し
て
い
た
手
続
が
ど
う
な
る

　
の
か
に
つ
い
て
規
定
が
な
い
。
第
二
二
八
条
一
項
に
お
け
る
場
合
と

　
同
様
、
停
止
し
て
い
た
入
港
国
の
手
続
は
終
了
し
て
し
ま
う
こ
と
に

　
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
8
）
　
条
文
上
、
船
舶
の
解
放
を
す
れ
ぱ
足
り
る
の
が
、
そ
れ
と
も
犯

　
人
の
釈
放
を
も
行
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
大

　
野
恒
太
邸
「
海
洋
法
条
約
と
刑
事
法
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
五
一
五
号
、

　
二
四
頁
参
照
。

（
3
9
）
　
犬
野
、
前
掲
論
文
、
二
三
頁
。

（
4
0
）
　
国
際
的
規
則
・
基
準
に
違
反
す
る
も
の
、
お
よ
ぴ
国
内
法
令

　
（
入
港
国
、
そ
の
管
轄
権
内
の
水
域
で
排
出
が
行
わ
れ
る
沿
岸
国
お

　
よ
び
船
舶
の
旗
国
の
国
内
法
令
）
に
違
反
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

（
4
1
）
　
た
だ
し
、
入
港
国
の
と
る
手
続
が
入
港
国
ま
た
は
当
該
沿
岸
国

　
に
対
し
著
し
い
損
害
を
与
え
る
事
件
に
関
す
る
場
合
、
お
よ
ぴ
旗
国

　
が
く
り
返
し
有
効
に
基
準
を
執
行
す
る
義
務
を
無
視
し
て
い
る
場
合

　
は
そ
の
隈
り
で
は
な
い
。

（
4
2
）
　
山
本
達
見
、
前
掲
論
文
、
一
四
員
。

（
“
）
　
大
野
、
前
掲
論
文
、
二
二
頁
。
山
本
、
前
掲
論
文
、
二
六
員
、

　
同
「
国
家
管
轄
権
の
域
外
遼
用
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
八
一
号
、
二
〇

　
一
頁
。

（
叫
）
　
山
本
草
二
「
司
法
協
カ
」
演
習
国
際
法
（
皆
川
・
山
本
鰯
、
青

　
林
書
院
新
社
、
昭
和
五
二
年
）
、
三
九
〇
頁
。

（
筍
）
　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
海
洋
法
会
議
カ
ラ
カ
ス
会
期
に
捉
出
し
た
条

　
文
案
の
説
明
の
中
で
海
洋
汚
染
行
為
を
「
犯
罪
」
と
位
置
づ
け
て
い

　
る
。
。
h
…
、
q
…
P
8
量
邑
穿
邑
叩
一
ξ
－
月
事

　
ω
3
－
塞
‘

（
4
6
）
　
ア
メ
リ
カ
は
、
海
洋
法
会
議
の
中
で
「
入
港
国
管
轄
権
の
主
要

　
な
要
索
は
、
か
か
る
管
轄
権
の
普
遍
的
な
性
格
で
あ
る
」
と
の
ぺ
て

　
い
る
。
県
皇
、
q
量
P
8
婁
邑
穿
邑
岨
一
＜
9
≦
；

　
；
N
．
ま
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
も
普
遍
的
な
性
質
に
言
及
し
、
「
入

　
港
国
は
、
自
ら
の
利
益
や
他
国
の
利
益
の
み
な
ら
ず
海
洋
環
境
の
保

　
全
に
関
す
る
国
際
社
会
の
利
益
を
ま
も
る
た
め
に
自
由
に
行
動
し
な

　
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
o
h
H
巨
a
C
Z
O
■
O
ω

　
○
雷
o
厨
－
宛
8
o
H
｛
餉
一
＜
o
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